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答申書 

 

 令和７年８月８日付け「香教学第○○〇号」で諮問のありました事案につい

て、下記のとおり答申します。 

 

記 

 

審査会の結論 

 本件審査請求を棄却すべきである。 

 

理 由 

第１ 審査請求の趣旨 

香芝市教育委員会が審査請求人に対し、令和７年３月７日付け香教学第○○

〇号でした行政文書部分開示決定処分のうち、「〇〇〇〇〇〇〇〇〇」と題す

る行政文書に記録されている質問番号１から８までの質問内容を不開示とした

部分を取り消し、開示する。 

 

第２ 事案の概要 

１ 経緯 

   本件は、審査請求人が、香芝市教育委員会（以下「教育委員会」とい

う。）に対し、香芝市情報公開条例（平成１２年条例第２８号。以下「条

例」という。）に基づき、「〇〇〇〇に実施された〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇選考における下記の行政文書 １ 

履歴書、特に職歴の具体的評価基準、換言すれば如何なる視点で職歴を評

価したか、その評価観点・評価項目等の文書。 ２ 面接の具体的評価基

準、換言すれば如何なる視点で質問項目を設定し、如何なる基準で評価し

たのか。特に、面接で公正・公平を如何に担保したか、面接官の主観でな



く客観的評価をするための視点に関する文書。 ３ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇それぞれの面接実施者数と、それぞれの採

用者数がわかる文書。 ４ 面接官３名を決定した根拠に関する文書。 

５ 当該選考のために開催した事前・事後の会議・打ち合わせに関する文

書。（メモ的記録を含む。） ６ その他、当該選考に関する文書。但し既

に公開した募集要項等は除く。募集に関して決裁した文書。結果に関して

の決裁文書。（申込者の個人情報を含む書類は除く。）」の開示を請求した

ところ、教育委員会が、その一部を不開示とする決定（以下「本件処分」

という。)をしたので、審査請求人が、行政不服審査法（平成２６年法律

第６８号）に基づき、本件処分のうち、「〇〇〇〇〇〇〇〇〇」と題する

行政文書に記録されている質問番号１から８までの質問内容を不開示とし

た部分を取り消し、開示することを求めるものである。 

２ 前提事実等 

 ⑴ 条例 

    条例第７条柱書は「実施機関は、開示請求があったときは、開示請求

に係る行政文書に次の各号に掲げる情報（以下「不開示情報」という。）

のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政

文書を開示しなければならない。」と定め、第４号は不開示情報として

「実施機関又は国等が行う監査、検査、取締り、試験、契約、交渉、争

訟、調査、研究、人事その他の事務又は事業に関する情報であって、公

にすることにより、当該事務又は事業（将来の同種の事務又は事業を含

む。）の目的が損なわれるおそれ又は公正かつ円滑な執行に支障を及ぼ

すおそれがあるもの」を規定している。 

  ⑵ 教育委員会が本件処分において不開示とした部分とその理由（審査請

求があった部分に限る。） 

   ア 不開示とした部分 

     「〇〇〇〇〇〇〇〇〇」と題する行政文書に記録されている質問番

号１から８までの質問内容（以下「〇〇〇採用面接の質問内容」とい

う。） 

   イ 不開示とした理由 

     選考試験における質問は、公開することにより、公正な任用事務の

執行に支障を及ぼすおそれがあるため。 

 

第３ 争点及びこれに対する当事者の主張の要旨 

１ 争点 

   〇〇〇採用面接の質問内容は、条例第７条第４号に定める不開示情報に

当たるかどうか。 

２ 争点に対する当事者の主張の要旨 



  （教育委員会） 

  ⑴ 〇〇〇採用面接で質問することとしている具体的な質問内容を開示す

ると、採用試験の受験者が質問内容を意識して十分な対策を講じたり、

特定の質問への回答に時間を費やすなど偏った行動を取ることにより、

受験者ごとの違いが分かりにくくなることや、受験者の資質や募集職種

への適性を確認するために必要な他の質問が十分にできなくなることな

どにより、受験者の資質や適性を正確に判断することが困難になるなど、

採用試験の公正かつ円滑な執行に支障を及ぼすおそれがある。 

 ⑵ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇という専門的な職種の採用に当たっては、質問内

容を改正するにしても大きな変更は難しく、現在の質問項目から新たな

質問の内容を推定されるおそれがある。 

  （審査請求人） 

 ⑴ 教育委員会は、〇〇〇採用面接の質問内容は、それを公開することに

より、公正な任用事務の執行に支障を及ぼすおそれがあると主張する。

しかし、面接での質問事項として、志望理由は必ず全員に質問する内容

であることは間違いない。その回答で受験者の適正が一定程度考察でき

る。 

⑵ 教育委員会は、〇〇〇採用面接の質問内容は、それを公開することに

より、受験者ごとの違いが分かりにくくなると主張する。しかし、当該

質問内容を審査請求人に対して開示したとしても、次年度以降の〇〇〇

〇〇〇〇〇〇の受験者がその開示内容を知るすべがないので受験者ごと

の違いが分かりにくくなることはない。 

⑶ 教育委員会は、〇〇〇採用面接の質問内容は、それを公開することに

より、受験者の資質や募集職種への適正を確認するために必要な他の質

問が十分にできなくなると主張する。しかし、面接者が受験者に対し、

質問の回答を簡潔にするよう注意勧告すれば防げることである。 

⑷ 教育委員会は、〇〇〇採用面接の質問内容は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇と

いう専門的な職種の職員の選考に係るものであることから、それを改正

するにしても大きな変更は難しいと主張する。しかし、学校教育法、同

法施行規則及び文部科学省の〇〇〇〇〇〇学習指導要領の〇〇〇〇〇〇

に関する基本的事項を規定した内容を教育委員会が精査及び検討すれば、

〇〇〇〇〇〇〇〇〇の面接における質問事項は、限りなく無限に作成で

きる。 

 

第４ 当審査会の判断 

１ 面接試験に係る質問事項は、人事行政における優れた人材を確保するた

めのいわゆるノウハウ情報であるところ、それを開示すると、受験者が当

該開示された情報を過度に受験対策用の情報として利用することにより、



受験技術を駆使した回答に終始し、ひいては多くの受験者が型どおりの画

一的回答をするなどし、その結果、各受験者が有する能力、資質、職務適

格性等を限られた面接時間の中で、総合的かつ適切に判断するという面接

試験の有する本来の目的が阻害される事態が生ずることを否定できない。 

  そうすると、〇〇〇採用面接の質問内容を開示すると、今後、〇〇〇〇

〇〇〇〇〇の採用試験の公正かつ円滑な執行に支障を及ぼすおそれがある

とする教育委員会の主張は首肯できる。 

２ 審査請求人は、〇〇〇採用面接の質問内容を審査請求人に対して開示し

たとしても、次年度以降の〇〇〇〇〇〇〇〇〇の受験者がその開示内容を

知るすべがないので、今後の〇〇〇〇〇〇〇〇〇の採用試験の公正かつ円

滑な執行に支障を及ぼすおそれはない旨主張する。 

  しかしながら、条例は、何人に対しても開示請求権を保障しているから、

審査請求人に開示される情報は何人に対しても開示される。したがって、

審査請求人の主張は採用できない。 

３ 審査請求人は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇の選考における質問事項は、限りな

く無限に作成できるから、質問内容を改正すれば今後の〇〇〇〇〇〇〇〇

〇の採用試験の公正かつ円滑な執行に支障を及ぼすおそれはない旨主張す

る。 

  しかしながら、優れた〇〇〇〇〇〇〇〇〇を採用するためにいかなる質

問内容を設けるべきかの判断は、教育委員会の専門的技術的知識と経験に

基づく裁量に委ねられており、また、質問内容の改正が困難か否かの判断

も、いかなる質問内容を設けるべきかの判断とあいまって、教育委員会の

裁量に委ねられていると解される。 

  なお、質問事項を過去の質問事項と重複しないように毎年変えていくな

どの対応が必要となれば、過去に用いた重要な質問事項が使えないなどの

事態が生じ、非現実的であり、妥当性を欠く。 

  したがって、質問内容を改正すれば今後の〇〇〇〇〇〇〇〇〇の採用試

験の公正かつ円滑な執行に支障を及ぼすおそれはないとする旨の審査請求

人の主張は採用できない。 

４ 審査請求人は、面接での質問事項として、志望理由は必ず全員に質問す

る内容であり、その回答で受験者の適正が一定程度考察できるから、〇〇

〇採用面接の質問内容を開示しても公正な任用事務の執行に支障を及ぼす

おそれはない旨主張する。 

  しかしながら、優れた〇〇〇〇〇〇〇〇〇を採用するための面接試験に

おいて、いかなる質問内容が必要かつ不可欠であるかの判断は、教育委員

会の専門的技術的知識と経験に基づく裁量に委ねられており、また〇〇〇

採用面接の質問内容を開示すると、今後、〇〇〇〇〇〇〇〇〇の採用試験

の公正かつ円滑な執行に支障を及ぼすおそれがあることは上記１で述べた



とおりであるから、〇〇〇採用面接の質問内容を開示しても公正な任用事

務の執行に支障を及ぼすおそれはない旨の審査請求人の主張は採用できな

い。 

  以上を踏まえると、〇〇〇採用面接の質問内容は、条例第７条第４号に

定める不開示情報に当たると解するのが相当である。 

  以上のとおりであるから、当審査会は審査会の結論のとおり答申する。 

 

以 上 


